
 対象経費について確認

令和３年10月1日～12月31日までに購入が確定した費用が対象です。精算額で申請して

ください。また、領収証等の証拠となる書類を保管しておいてください。

 交付申請書を作成

次ページを参照して、所定の様式により、申請書等を作成します。

 交付申請

申請書等の提出は、原則、愛媛県国民健康保険団体連合会（以下、国保連）に

電子請求受付システムによるインターネット申請により行います。

（※ 債権譲渡を行っている事業所は、県に直接申請します。）

 県で確認後、交付

県で申請内容を確認後、問題なければ、国保連を通じて補助金が交付されます。

（※ 債権譲渡を行っている事業所は、県から補助金が交付されます。）

補助金は３月末に支払い予定です。

 実績報告

本事業に要する費用が確定してから申請いただき、当該申請書の提出をもって

実績報告としますので、別途提出は不要です。

2 申請の流れ

新型コロナウイルス感染症流⾏下における介護サービス
事業所・施設の感染防止対策支援事業について

介護サービス事業所・施設の皆さまへ

申請期間は令和４年１月４日～１月31日

 新型コロナウイルス感染症に対応するため、かかり増しの経費が必要となること等を踏まえ、
衛生用品等の購入に要した費用をについて補助を実施します。

 対象経費：令和３年10月から12月末までの間に購入した衛生用品、備品（パーテーション、
パルスオキシメーター）
※備品はパーテーションとパルスオキシメーターの2点のみ補助対象です。

 助成上限額： サービス類型毎に設定
（例）通所介護（通常規模型）1万円、訪問介護（訪問回数1,200回以下）1万円

特養（定員39人以下）3万円 ※詳しくは県HPで交付要綱別添１をご参照ください。

1 事業の概要

詳しくは愛媛県ホームページをご覧ください

介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援
事業（介護分）について（愛媛県ホームページ）

https://www.pref.ehime.jp/h20400/korona/kannsennbousitais
akusienn.html

感染防止対策支援事業

問い合わせ先

○厚⽣労働省コールセンター（事業全般に関するお問い合わせ）
ＴＥL︓０３－５２５３－１１１１ （内線︓３８０７，３９０７）
※対応開始は12月15⽇（⽔）〜当⾯の間としております。

○国⺠健康保険中央会のコールセンター（電⼦請求受付システムを活⽤した申請に関するお問い合わせ）
ＴＥＬ︓０５７０－０５９－４０２



申請書等の記載・提出方法

1.申請書の入手方法

「様式１ 総括表」

「様式３ 事業所・施設別個票」

 申請受付期間は、１月４日から１月31日までです。
 領収書の添付は不要です。領収書については、提出を求めることがありますので、各法⼈で適切に保管

してください。提出を求めた際に実績が確認できなかった場合、返還が必要となります。
 債権譲渡を⾏っている事業所の場合は、交付申請書兼請求書に受取口座を記載し、その通帳の写しを添

付してください。
 法人単位での申請となります。事業所単位での申請ではありませんのでご留意ください。
 原則「各法人1回のみの申請」で、増額等の変更交付申請はできません。必要経費を精査した上で、交

付申請をしてください。

「様式2 事業所・施設別申請額一覧」

２.提出にあたっての留意事項（必ずご確認ください）

※エクセル上の「（はじめにお読みください）本申請書の使い方」の
シートをご確認ください。

 申請時に必要な書類は、原則様式１～３と
なります。

 各都道府県ホームページ等において、ダウンロー
ドできます。

愛媛県ホームページ
https://www.pref.ehime.jp/h20400/korona/kann
sennbousitaisakusienn.html
 法人内の各事業所ごとに個票を作成

 個票の情報が総括表、申請額一覧に正しく反
映されていることを確認。

 Excelファイル名を代表となる事業所の事業所
番号に変更



Q1 感染対策の支援、慰労⾦の支給の対象サービスを具体的に教えてください。サ高
住は含まれますか。

A1 9月末までの0.1％上乗せの対象となっていた介護保険法で指定を受けたサービスが対象で
す。特定施設⼊居者⽣活介護の指定を受けていないサ⾼住や有料⽼⼈ホームは対象外です。

Q2 感染対策の支援について、どのような費用が対象となりますか。

A2 令和3年10月から12月末までの間に購⼊した衛⽣⽤品（マスク・消毒液・防護服・フェイ
スシールド等）、備品（パーテーション・パルスオキシメーターのみ）の購⼊費⽤。

Q&A

Q3  国保連からの振込の場合、どの口座に振り込みされますか。

A3 国保連からの介護報酬の振込⽤に登録されている口座に振り込まれます。

Q4  新型コロナウイルス感染症の感染者が発生していない事業所・施設も補助対象とな
りますか。

A4 対象です。

Q5  令和３年度新型コロナウイルス感染症感染拡⼤防止継続支援補助⾦（医療分の補助
⾦）の交付を受けた場合、当該補助⾦についても申請可能ですか。

A5 以下の事業所・施設は、当該補助⾦ではなく新型コロナウイルス感染症感染拡⼤防止継続
支援補助⾦の申請をご検討ください。（重複して申請できません。）

・病院⼜は診療所である通所リハビリテーション ・訪問看護事業所
・居宅療養管理指導事業所 ・介護療養型医療施設
・介護療養型医療施設、療養病床を有する病院⼜は診療所である短期⼊所療養介護事業所
・病院⼜は診療所である短期⼊所療養介護事業所

※厚⽣労働省HP︓ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21485.html

Q6  介護サービスと障がい福祉サービスを同一事業所で実施しています。申請可能です
か。

A8 納品や支払いが令和4年1月1⽇以降でも、10月1⽇から12月31⽇までの間に発注して購入
が確定しているのであれば（⾒積のみは不可）、補助対象となります。

Q7 令和３年10月から12月までの間に新規の指定を受けた施設・事業所は申請可能で
すか。

A6 設備に関する基準における必要な設備、備品を共有している施設・事業所については介護
⼜は障がいのいずれか一方でのみ申請可能です。

Q8 令和３年10月1日から12月31日までに納品及び支払いを完了しておく必要があり
ますか。

A7 申請可能ですが、当該指定を受けた⽇以降に購⼊した衛⽣⽤品等の費⽤が補助対象となり
ます。


